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１． 工事概要 

 
 
イ）工 事 名 称  平成１９年度新和田トンネル有料道路 料金所改修工事 
            
 
ロ）工 事 場 所  長野県小県郡長和町和田 
 
 
ハ）工 事 種 目  寒冷地標準型料金微収ロングブース取替         １台 
           (グラスウール仕様) 
 
           既設料金収受装置の取り外し（再使用）、据付工     １式 
 
           既設管理用無線装置・ITVモニター・ブース遮断装置 

その他装置の取り外し（再使用）、据付工        １式 
 
   
                   
ニ）工 事 期 間  平成１９年  月  日 ～ 平成１９年  月  日 
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２． 工事種目 

２－１ ブース製作 
        既設ロングブースを撤去し、承諾図及び各仕様に基づき製作し据付を行

う。 
 
    ２－２ 既設料金収受装置の取り外し、据付 
         ブース取替に伴い、既設料金収受装置（２式）を取り外し保管し、ブー

ス設置後据付調整を行う。 
 
    ２－３ 既設管理用無線装置・ITVモニター・ブース遮断装置その他装置の取り外

し、据付     
               ブース取替に伴い、既設管理用無線装置・ITVモニター・ブース遮断装置 
        の操作ボックス・その他配線配管・端子盤等を取りはずし、装置は保管し 
        配線配管等は取替、ブース設置後据付調整を行う。 
 
 

３． 一般事項 

３－１ 総 則 
    ブース製作については仕様書、設計図、及び国土交通省各共通仕様書 
    に基づいて施工すること。 
    ａ．建築工事共通仕様書    国土交通省営繕部 
    ｂ．電気通信工事共通仕様書  国土交通省営繕部 
    ｃ．機械設備工事共通仕様書  国土交通省営繕部 
 
 
３－２ 適 用 
    本要領書は、新和田トンネル有料道路 料金所改修工事の内ブースの工場

製作に適用する。 
 
３－３ 疑 義・変 更 
    図面及び施工上疑義を生じた場合、又は製作要領書記載事項中変更を生じ

た場合は、監督員と良く打ち合わせの上決定すること。 
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４．主要材料及び仕様 

４―１ 本工事に使用する材料及び機器は各仕様に従って使用し、構造は標準設計図に 
基づいて作図し、承認図を提出し監督員の承認を受け製作のこと。 
 

  ４－２ 主 構 造 
     ａ．構 築 材 
       主構築材は圧延鋼材とプレス加工材で構成し溶接組付とする。 
     ｂ．外 板  
       外板は電気亜鉛めっき鋼板（りん酸塩処理）を使用し構築材とは溶接結合

とする。 
       鋼板の厚さは屋根周辺部雨樋１．６ｍｍを除き２．３ｍｍとする。 
     ｃ．内 板 
       内版は電気亜鉛めっき鋼板（りん酸塩処理）を使用し構築材とは栓溶接ま

たはネジ止めとします。鋼板の厚さは２．３ｍｍとする。 
     ｄ．床 板 
       床板は熱間圧延普通鋼板の厚さ３．２ｍｍの上にノンアスベストボード厚

さ６ｍｍ・塩化ビニールシート（ロンマット・イボ付）厚さ２．５ｍｍを

貼り付けます。但し前面机下のピット蓋および出入り口部は縞鋼板厚さ 
3．２ｍｍを使用すること。 

 
４－３ 付 属 物 

     ａ．窓 枠 
       外部は外板切込みとし内部はアルミ型材によるおさえを付けること。 
     ｂ．ガ ラ ス 
       ブース正面は熱線吸収ガラス５ｍｍと透明普通ガラス５ｍｍの中間に上部

着色染分けフィルムを入れた合わせガラスを使用。 
       ブース側面、引違い窓及び吊引戸のガラスは透明強化ガラス５ｍｍを使用。 

ｃ．吊引戸 
      出入口の吊引戸は鋼製フラッシュ構造とし内部は断熱材（発泡スチロール） 
      詰めとします。吊滑車は４０Φを使用、内板・外板は厚さ１．２ｍｍを使用。 

ｄ．ダッチドア 
ドア本体はＦ．Ｒ．Ｐ製とし上部は３０Φの滑車を使用し、下部は３０Φ戸

車を取り付けて下部レールを走らせる構造とする。 
 
 



 6

ｅ．机・引出し 
下地材は木合板製とし、天板はメラミン化粧板 1.2㎜を張付け、天板の手前角
は面取りとする。 

ｆ．手摺り 
手摺りは２５Φステンレスパイプを使用しアルミダイキャストホルダーで止。 

ｇ．遮光板 
遮光板はブース内照明が前面ガラスに反射に微収業務に支障を来すために 
取り付けるもので鋼板製板厚１．６ｍｍを使用、ラッカー塗装仕上げとす 
る。 
 

４－４ グラスウール充填 
       壁内部は、グラスウール（２４ｋｇ／５０ｍｍ）を充填すること。 
 
４－５ 電気関係 

ａ．配 線 
ブース内（二次側）の配線は６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（Ｖ

Ｖ－F）．ＪＩＳＣ３３４２．を使用。 
ｂ．電 線 管 

ブース壁内．天井内は、ＪＩＳＣ８４１１．合成樹脂製可とう管、及びＣ

Ｄ管を使用。 
管相互、及び管とボックスとの接続は、専用のコネクターを使用します。 

ｃ．分 電 盤 
扉には平面ハンドルを取付け、端子盤の扉には施錠出来るようにします。 
凾体は１．６ｍｍ以上扉２．３ｍｍ以上の磨鋼板製としパーカーライジン

グ処理後見えがかり部分は、指定色メラミン焼付仕上げ、内部は絶縁性塗

装仕上げ。 
ｄ．指令電話用埋込ジャック及びガラスデフロスターコンセント 

イ）机上面左角に指令電話用埋込ジャック（モジュラー）を取付けブース

端子凾まで、配線すること。 
料金所端子盤とブース端子函間の配線は別途工事とする。 

       ロ）机上面にガラス用のデフロスターコンセントを取付のこと。 
ｅ．インターホン 

ブース工事に含まず別途電気設備工事とする。 
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４－６ 塗  装 
      低汚染形セラミック変性ウレタン樹脂塗装とする。 
 

工程 材料 
標準使用量 
（ｋｇ/ｍ２）

標準膜厚 
（μ） 

１ 汚れ、付着物除去 スクレーバー、ワイヤーブラシ   
２ 油類除去 石鹸水洗い、揮発油拭き   
３ 素地調整 電動サンドペーパー   
４ 下塗り エポマリン GX ０．２１ ４０ 
５ 穴埋め及びパテか

い 
ポリベストパテ   

６ 研磨紙ずり 研磨紙 ＃１８０～２４０   
７ 中塗り アレスセラレタン ０．１５ ２５ 
８ 上塗り アレスセラレタン ０．１５ ２５ 
       日本塗料工業会     ２００７年（平成１9年）度版 色見本帳番号 
      内 部       Ｄ２７－９０Ｂ   
      外 部  Ｄ０７－４０Ｘ 
          
 

５．ブース製作要領 

５－１ ブース骨組 
承諾図に基づき材料手配及び原寸を引き材料切断部分加工を行うこと。 
ベース基礎材より加工、組付を行い主要柱の建方屋根天井部の加工組付後 
主要柱と接続、小柱、間隔材を組付溶接して骨組を完成させること。 
 

５－２ ブース内電線管配管 
天井内及び壁内に電灯、空調、コンセント、インターホン関係の配管及び 
プルボックスの取付を行うこと。 
 

５－３ ブース板張り加工 
外板、天井板、内板、屋根コーナー部の順で板張りを行い、外板、内板、屋

根板とも溶接接合とする。 
 

５－４ ブース各部材部品製作及び仮組付 
机、扉、分電盤、その他の部品の手配及び製作を行い黒皮完成において、 
ブース本体に仮組付を行うこと。 
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５－５ グラスウール充填 
      壁内部は、グラスウール（２４ｋｇ／５０ｍｍ）を充填。 
 
５－６ ブース塗装 

ブース本体及び各部材を指定された色に塗装とする。分電盤函及び机（引 
出し）は、メラミン焼付塗装を行うこと。ブースの塗料は低汚染系セラミッ

ク変性ウレタン塗料を使用しパテ後２回塗りとする。 
 

５－７ ブース建具・部品組付・電気器具取付及び結線・艤装 
扉、ガラス、机、分電盤等必要部品の組付、蛍光灯等の取付を行いその他艤装

し完成さること。 
 
 

６．検査 

本設備は原則として工場検査を必要とする。検査にあたっては、検査要領書を  

提出し監督員の承認を受けなければならない。また、それにかかる費用はすべ  

請負者の負担とする。 
検査項目は下記内容とする。 

 
６－１ 鋼 体 検 査 
ａ．主要寸法検査 
ブース本体の主要寸法（外形）検査。 

ｂ．内装検査 
建具の取付、納まり、電気器具の取付、床仕上げ等の検査。 

ｃ．通電検査 
絶縁測定、電灯点滅、電機諸装置の入り切り、極性の検査。 

 
６－２ 塗 装 関 係 検 査 
ａ．鋼体表面のゆがみを目視検査。 
ｂ．塗装が仕様に合致したものであるか目視検査。 
ｃ．内外装の汚れ、色差等の目視検査 

    ｄ．塗装膜厚検査 
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７．他工事 

 ７－１既設料金収受装置の取り外し（再使用）、据付工事 
    ２レーン・３レーンの料金収受機及び避雷器等を取り外し、配線の端末処理を行

い配管・中継ボックスの交換を行う。 
    ブース据付後、取り外した機器の据付調整を行う。 
 
  ７－２既設管理用無線装置・ITVモニター・ブース遮断装置その他装置の取り外し（再

使用）、据付工事 
管理用無線リモコン装置・ITV 設備モニター・ブース遮断機操作ボックス等の取
り外し及びセンターブースアイランド上の配管・配線・中継端子盤の取替を行う。 
ブース据付後、取り外した機器の据付調整を行う。 
 
 

８．他工事との打合せ 

   料金収受装置工事、管理用無線装置・ITV 装置・ブース遮断装置他工事の責任者
とあらかじめ工事の工程等協議し、支障のないようにすること。 

 
 

９．施工上の注意 

    本工事は、料金所で常時使用しているブースの取替工事であるため、施工にあた

っては徴収業務に支障がないようにあらかじめ料金所長と打合せを行った後、作

業をおこなうものとする。 
 

１０．出荷 

    ブース積込荷姿 
      トラックへ積込後ワイヤにて台付をするためブースのコーナー部を 
      クッション材、ゴムシート等にて充分養生し傷が付かないように 
      台付すること。 
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１１．その他 

   工事の完了に際しては、それぞれの工事の検査を監督員立会の上に行いこれに合 
    格することを要する。 
  

 

 
























